
令和元年 10月 15日付鳥取県公報号外第 48号別冊（５分冊の４）  
平成３０年度行政監査結果に基づき講じた措置 
監査意見 講じた措置 

（１）調達手続について 

ア 調達方法は適切か 

明文の規定はないが、調達すべき物品によって

は、物品の仕様等について慎重な検討が必要であ

るとの観点から、どのような方法により検討した

か確認したところ、情報政策課の鳥取・岡山自治

体情報セキュリティクラウド調達備品一式及び

水産試験場の沿岸潮流観測ブイの調達について

は、外部の有識者を交えた検討会議により慎重な

検討がなされていた。また、67件については、部

局内で選定会議を開催する等、十分な検討がなさ

れていた。 

一方、総合療育センターのシャワー入浴装置Ｐ

ＡＯについては、通園部に導入し、短時間で高い

保温性が保たれるといった効果があったことか

ら看護部にも導入したものの、ストレッチャーの

移動空間が確保できない場所に設置したことに

より、ほとんど使用されていなかった。 

また、衛生環境研究所の研究用小型ロータリー

キルンについては、特段の検討会議等を経ること

なく導入したところ、実験に必要な熱量が得られ

ないことが判明し、ほとんど使用されないまま保

管されていた。 

ついては、物品の調達に当たっては、設置場所及び

利用形態も含めて検討されたい。 

また、今後も必要に応じて外部の有識者を交えた検

討会議を開催するなど、慎重に仕様の決定や機種の選

定を行うよう努められたい。 

 

監査対象機関 品名 

総合療育センター シャワー入浴装置ＰＡＯ 

衛生環境研究所 研究用小型ロータリーキルン 
 

 

 

監査意見を受けて、以下のように対応す

るとともに、物品の調達に当たっては、今

後も設置場所及び利用形態も含めて慎重に

仕様の決定や機種の選定を行うこととして

いる。 

① 総合療育センター：シャワー入浴装

置ＰＡＯ 

 施設管理業者、看護部職員等で利用

に向けて対応策を協議し、平成31年２

月に入浴装置の設置位置を移設した。

ストレッチャーの移動空間やスタッ

フの作業スペースを確保し、児童の体

調を考慮しながら週６回程度稼働し

ている。 

また、設置場所、利用形態等が十分

なものとなるよう、各部門の関係職員

も交えた協議を行うことを徹底した。 

② 衛生環境研究所：研究用小型ロータ

リーキルン（以下「ロータリーキル

ン」という。） 

 500万円以上の物品又は仕様や

利用計画等の審査検討が必要と認

められる物品の購入に当たって

は、必要に応じて外部有識者を交

えた検討委員会を開催して仕様及

び利用計画等を決定することとし

た。 

なお、令和元年６月に、有効活用す

ることができる県内教育機関に譲渡

した。 
 

イ 機種指定の場合、その理由は適切か 

物品の調達に当たり、特定銘柄の選定は原則と

してできないが、特に指定の必要がある場合には

理由を文書により明確にして選定（以下「機種指

定」という。）することができることとされてい

る。 

機種指定を行ったのは40件であり、指定につい

て具体的な理由等が示されていたものの、次表に

記載した物品16件は、機種指定でありながら仕様

書に規格・品質を同時に記載して発注しており、

機種指定なのか仕様に適合する物品でよいのか

非常に紛らわしく、受注者において混乱を生じる

おそれがあった。 

 

 

物品調達に当たり、電子調達を行う際は、

請求課が作成した仕様書を基に物品契約課

が物品調達を行っているところ、機種指定

の仕様書であるにもかかわらず、規格品質

が記載されていたものを通常の調達と同様

にそのまま公開してしまったことが原因だ

った。 

機種指定の場合には指定機種（同等品不

可）と明記するとともに、応札時に提出さ

れる「仕様（入札・見積）内訳書」にも、

指定機種名に加え同等品不可と明記するな

ど、応札者に誤解が生じないよう努めてい

る。 
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監査意見 講じた措置 
ついては、機種指定による調達の場合は、機種指定

であることを明確にした上で発注手続を進められた

い。 

 

機種指定でありながら仕様書に規格・品質も同時に

記載していたものの一覧 

総合療育セ

ンター 

デジタルＸ線ＴＶシステム等 

陽・陰圧体外式人工呼吸器 

シャワー入浴装置 

医療用画像システム参照用ビューワ 

エックス線ＣＴ装置 

医療用画像情報システムサーバ 

衛生環境研

究所 

ガスクロマトグラフ（電子捕獲検出器

、高感度窒素リン検出器） 

パージ＆トラップ試料濃縮装置 

農業大学校 自走式給餌機 

畜産試験場 肉分析計 

ガスクロマトグラフ質量分析計（GCMS

／MS）システム 

倉吉家畜保

健衛生所 

リアルタイムＰＣＲ 

高速液体クロマトグラフ 

多検体電気泳動装置 

密閉式自動固定包理装置 

倉吉総合産

業高等学校 

ＣＮＣ三次元測定器 

 

ウ 仕様書の内容は適切か 

必要な仕様が適切に設定されているか確認し

たところ、機種指定を除く91件のうち90件で適切

に内容が定められていたが、衛生環境研究所の研

究用小型ロータリーキルンについては仕様書が

適切に定められていなかった。 

なお、仕様書の確認に加えて、機種指定の理由

又は仕様書の内容の状況に沿って入札方法等の

契約手続も合わせて確認したところ、特段の問題

はなかった。 

ついては、物品の調達手続に当たって必要な性能を

把握し、仕様書に正確に反映するよう努められたい。 

監査対象機関 品名 
衛生環境研究所 研究用小型ロータリーキルン 

 

 

（１）アの②に同じ。 

エ 借入、委託等が可能かどうかの検討を行ってい

るか 

経費の効率的な使用の観点から、物品の購入に

よる方法に代えて物品の借入れ、外部委託等によ

る方法を検討したかどうか確認したところ、６件

において検討されていた。 

ついては、今後も借入れや外部委託等の可能性につ

いて、必要に応じて比較検討を行うよう努められた

 

 

物品購入費の予算計上に当たっては、借

入れや外部委託等の可能性についても比較

検討を行った上で予算計上を行っている。 

今後も効率的な予算執行が行われるよう

適切に予算計上を行う。 
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監査意見 講じた措置 
い。 

（２）利用状況について 

イ 使用頻度は適切か及び 

ウ 使用頻度が著しく低い場合の理由はなにか 

調査対象であった131件の内、128件については

導入時の想定どおりに利用されていた。 

しかしながら、総合療育センターのシャワー入

浴装置ＰＡＯ及び衛生環境研究所の研究用小型

ロータリーキルンは、（１）アのとおり、ほとん

ど使用されていなかった。 

また、衛生環境研究所のブラウン管ファンネル

ガラスリサイクル実証プラントは、平成28年度に

研究が終了したため、平成29年度以降は全く利用

されていなかった。 

エ 使用実績がないものは、今後、使用等の見込み

があるか 

イ及びウの３件については、いずれも今後の使

用方針が具体的に見込まれている状況にはなか

った。 
ついては、使用見込みのない高額備品にあって

は、「物品の適正な管理について（平成26年12月19

日付庶務集中局長通知）」により、速やかに処理方

針を定められたい。 

また、今後、同様の状況が生じたときは、他機

関での利活用が見込めるものについては保管換え

等速やかな対応を図られたい。  
監査対象機関 品名 

総合療育センター シャワー入浴装置ＰＡＯ 
衛生環境研究所 ブラウン管ファンネルガラス

リサイクル実証プラント 
研究用小型ロータリーキルン 

 

 

 

 

監査意見を受けて、以下の対応をすると

ともに、会計管理局が物品の適正管理につ

いての取組を強化し、物品損傷等の防止と

併せて使用見込みのない物品の処理につい

ての指導・助言を全所属に対して行ってい

くこととした。 

また、財政課が、令和２年度当初予算編

成から予算要求時に高額備品の利用状況等

について聞き取り、確認を行うとともに、

その結果を当初予算の査定にも反映するこ

ととした。 

① 総合療育センター：シャワー入浴装

置ＰＡＯ 

 （１）アの①に同じ。 

② 衛生環境研究所：ブラウン管ファン

ネルガラスリサイクル実証プラント

（以下、実証プラントという。） 

 研究ができなくなった時点で移設

するべきであったが、大型の設備であ

り、移設に相当の経費がかかること等

により、処分の目途が立つまで共同研

究を実施した企業にそのまま置かせ

ていただいていた。 

監査での意見を受けて、他機関で有

効活用が図れないか公的機関に打診

し協議中であるが、大型の設備であり

保管場所の耐荷重の問題と高額な移

設費がかかることから、公的機関での

活用の希望がないため、民間企業への

売却等を検討している。 

③ 衛生環境研究所：ロータリーキルン 

 （１）アの②に同じ。 
 

（３）管理状況について 

イ 保管場所は適切か（災害等の備えはできている

か） 

保管の状況及び防災対策について確認したと

ころ、次の３件については、保管状況が不適当で

あった。 

 

① 鳥取県土整備事務所：ＫＤＳ大型藻刈機 

鳥取市所有の無蓋の敷地に通年保管しており、

財産管理上不適切であり、劣化を早めるおそれも

あるものと認められた。 

 

 

 

 

所有者である県として、監査意見を受け

て適切な管理方法を検討し、以下の措置を

講じた。 

① 鳥取県土整備事務所：ＫＤＳ大型藻

刈機 

 鳥取市福部町内にある県所有の排

水ポンプ車庫に保管した。 

② 鳥取空港管理事務所：連続式摩擦係

数測定車 
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監査意見 講じた措置 
② 鳥取空港管理事務所：連続式摩擦係数測定車 

本来は積雪時の滑走路の摩擦係数を測定する

ために導入したものであるが、平素滑走路等の目

視点検にも利用しているため、事務所に近接した

無蓋の敷地内に駐車しており、海に近い場所であ

ることもあって、劣化を早めるおそれがあるもの

と認められた。 

ついては、財産管理上、また、早期の性能劣化を避

けるため、適切な管理方法を検討されたい。 

 

③ 衛生環境研究所：ブラウン管ファンネルガラス

リサイクル実証プラント 

平成28年度までは企業Ａと共同研究するため、

同企業倉庫で使用しており、共同研究期間満了後

も企業Ａとの保管契約の締結などの特段の法的

根拠もなく引き続き同企業倉庫に保管されてい

た。 

ついては、所有者である県として適切な管理方法を

検討されたい。  
監査対象機関 品名 

鳥取県土整備事務所 ＫＤＳ大型藻刈機 
鳥取空港管理事務所 連続式摩擦係数測定車 
衛生環境研究所 ブラウン管ファンネルガ

ラスリサイクル実証プラ

ント 
 

 早期の性能劣化を避けるため、以下

のとおり管理することとした。 

・屋外での駐車を冬季除雪期間（12月

～３月）のみとし、それ以外の期間

は、原則として除雪車庫で保管。 

・冬季除雪期間以外の車両の使用は、

原則として車両の維持に必要な程度

の使用に限定。 

・定期的に洗車を行い、車体のさび等

の劣化の防止に努める。 

・年１回点検を行うとともに、使用中

に不具合等を発見した場合には、部

品の交換や修理を行い性能劣化の予

防に努める。 

③衛生環境研究所：実証プラント 

 実証プラントの保管について、平成

31年２月に企業Ａと確認書を取り交

わし、管理を明確にした。 

 

 

 

（４）その他の所見 

ア 貸付期間外の保管場所の権原について 

鳥取県土整備事務所のＫＤＳ大型藻刈機につい

ては、鳥取市所有地で通年保管されているが、貸

付期間は５月から11月までであり、貸付期間外の

保管場所の使用について権原が不明確な状況にあ

る。 

ついては、貸付期間外の保管場所の使用権原につい

て明確にされたい。 

 

監査対象機関 品名 
鳥取県土整備事務所 ＫＤＳ大型藻刈機 

 

 

 

（３）の①に同じ。 

イ 耐用年数の設定について 

栽培漁業センターの高速小型調査船は、平成22

年に購入されたところ、物品事務取扱規則で定め

る備品分類表には「調査船」の項目がないことか

ら「その他の舟・舟用品」の項を適用して、耐用

年数を５年間と設定している。 

しかしながら、同種の構造（ＦＲＰ製）を有す

る船舶の実稼働状況を勘案すると著しく短いも

のと考えられる。 

また、すでに耐用年数を経過していることか

 

統一的な基準である地方公会計マニュア

ル（総務省）では、償却資産に係る耐用年

数は原則として「減価償却資産の耐用年数

等に関する省令」（昭和40年大蔵省令第15

号。以下「大蔵省令」という。）に従うこと

とされているため、県の備品分類表の耐用

年数は原則大蔵省令に従い設定していると

ころである。 

ＦＲＰ製船舶の耐用年数について、大蔵
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監査意見 講じた措置 
ら、固定資産台帳上の帳簿価格は平成27年度末か

ら１円となっており、その後の財産価値との乖離

があると思われる。 

ついては、耐用年数の設定に当たって、物品事務取

扱規則の備品分類表に直接該当する項目がない場合

において、単に「その他」に分類し年数を適用するの

ではなく、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（

昭和40年大蔵省令第15号）の規定を参考とするなど、

より適切な期間を設定するよう努められたい。  
監査対象機関 品名 

栽培漁業センター 高速小型調査船 
 

省令では船舶その他のもの（４～５年）と

されていることから、県の備品分類表では

大蔵省令に従い「その他の舟・舟用品」と

して耐用年数を５年としている。 

＜参考；大蔵省令の船舶の耐用年数＞ 

鋼船（７年～12年）、木船（４年～８年）、

その他のもの（４～５年） 

 監査意見を受けて、県の備品分類表の耐

用年数について、大蔵省令の規定と異なる

ものは令和元年７月を目途に備品分類表の

改正を行うとともに、物品を大切に使用す

るといった観点で耐用年数経過後も継続し

て適切な管理を行うことを徹底することと

している。 

 

ウ 施設の不適切な使用状況について 

備品の使用・保管状況を確認したところ、次の

２件については、使用・保管状況が不適当であっ

た。 

 

① 総合療育センター：シャワー入浴装置ＰＡＯ 

第３の２の（２）イのとおり、ほとんど使用さ

れていないほか、設置場所（病棟浴室）を無意味

に占有している状態にあった。 

 

② 衛生環境研究所：研究用小型ロータリーキルン 

非常時の避難経路として確保されるべき廊下

に保管されており、安全な避難の妨げとなるおそ

れがあった。 

ついては、使用見込みのない高額備品にあっては、

「物品の適正な管理について（平成26年12月19日付庶

務集中局長通知）」により、速やかに処理方針を定め

られたい。 

また、今後、同様の状況が生じたときは、他機関で

の利活用が見込めるものについては保管換え等速や

かな対応を図られたい。（第３の２の（２）エと同じ。）  
監査対象機関 品    名 

総合療育センター シャワー入浴装置ＰＡＯ 
衛生環境研究所 研究用小型ロータリーキルン 

 

 

（２）と同じ。 

なお、ロータリーキルンは、平成31年１

月に廊下から避難の妨げとならない試験室

に移設した。 

 


